
 

 

 

スポーツ少年団入団申込書 
NPO法人スポネットせいろう入会申込書（利用会員） 

令和●年６月１０日 

 単位スポーツ少年団の代表者  様 

NPO法人スポネットせいろう理事長  様  

 

別記同意事項に同意の上、以下のとおり入団（入会）を申込みいたします。 

申込団体 
 

単位スポーツ 

少年団 

☑バレーボール（SVC）     □サッカー（FC聖籠） 

□野球（□蓮野スラッガーズ  □山小ストロングス   □亀代ベースボールクラブ）    

□ミニバスケット（男子：□聖籠ブルーバーズ     女子：□聖籠ウイングス） 

□柔道（柔道スポーツ少年団）  □空手（理心館）   □剣道（聖籠町剣道クラブ） 

入団を開始 
する日 

□新年度（次年度）から         ☑ 令和● 年●月●日 から  

保護者氏名 
（申込者） 聖籠 一郎  

住    所 

〒  ９５７ ―0117 

聖籠町大字諏訪山◎●〇 
電 話 番 号  0254 -２７-〇〇〇  
緊急連絡先  090 -〇●●-●●（聖籠 花子）  
E-mail 〇●@●●● 

広域圏（聖籠町・新発田市・胎内市在住又は町内在勤の方）区分：  ☑ 圏内    □ 圏外 

入団（入会）者種別 ： ☑児童        □指導者  

 
 
 
 

入 

団 

（ 

入 

会 

） 

希 

望 

児 
童 

１ 

区分 ☑新規    □継続 生年 
月日 

   ☑Ｈ  □Ｒ      

●年 ●月 ●日（  歳）   
性別   ☑男  □女 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

 

（ せいろう ひかる  ） 

聖籠 光 学校 
学年 

（入団開始年度 4月 1日時点）                     
山倉小学校  ４学年 

園    才児クラス 

健康上留意しなければ 
ならないこと（既往症など） 

□特になし   ☑以下のとおり 

●●のため医師から運動は●●に注意
するように言われてます。 

スポネット 
の会費 

 
 
2,450  円 

２ 

区分 □新規     ☑継続 生年 
月日 

  ☑Ｈ  □Ｒ      

●年 ●月 ●日（  歳）   
性別   □男  ☑女 

（ ふ り が な ） 

氏 名 

 

（  せいろう はな  ） 

聖籠 花 
学校 
学年 

（入団開始年度 4月 1日時点）                      
山倉小学校  ２学年 

園    才児クラス 

健康上留意しなければ 
ならないこと（既往症など） 

☑特になし   □以下のとおり スポネット 
の会費       1,900   円 

(1) 保護者が記載してください。 
 (2) 個人情報は、単位スポーツ少年団及び法人運営に関する業務でのみ使用します。 
(3) 医師から運動を禁じられている方は、入団（入会）をお断りする場合があります。 
(4) 各種障害者手帳をお持ちの方は、申告してください。 
 

 

 

 

  

● 各団のきまりを遵守します。 
● 安全面において十分注意し、活動中に万一事故(けが等）があった場合は、加入スポーツ安全
保険の範囲内での対応とし、その他一切の迷惑をおかけしません。 

● 活動風景写真は、広報紙・法人 HP等の広報活動に使用してかまいません。 

【別記 同意事項】 
 

記 載 例 

（お子さんが スポーツ少年団 に入団する場合） 

 

） 
入団したいスポーツ少年団の代表に入団
の了解を得たうえで提出してください。 

「保護者氏名」と異なる場合 
（ ）書きで氏名を記載してください 

法 

人 

記 

載 

欄 

 

金  額                 円  理事長印 
会費受領  
 確認印 

入  会 □承諾   □不承諾 

 
 

  
処理欄 

□ データ入力 
□ ｽﾎﾟｰﾂ安全保険 
□ カード発行 

備   考   
 

 

   

受 付 印 

 

単 

位 

団 

記 

載 

欄 

 

 
代表者 
確認欄 

団費受領 
確 認 欄 

 
 

□承  諾 

 

□不承諾 

 

 
 

 
 

 

保護者が記載してください 

B 

特に留意点がある場合は 
必ず記載してください。 

スポネット
の会費 
合  計 4,350  円 

 

新年度 4月での学年と 
新規か継続に応じた料金 

必ずご確認ください 



 

 

特定非営利活動法人スポネットせいろう会員 料金等 

 

 利用会員 （法人が主催等する事業へ会員料金で利用・参加できます。定期利用団体の構成員も含みます。） 

（ｱ）【広域圏内】（聖籠町・新発田市・胎内市在住または町内在勤）の方） 

区  分※１) 
料   金 合  計 

入会金 年会費※３) スポーツ安全保険料 新 規 継 続 

未就学児 550円 
 
・新規の方 
又は 

・再入会の場合

で前回入会年
度から 5 年を
経過している

方 

550円 800円 1,900円 1,350円 

小中学生 1,100円 800円 2,450円 1,900円 

一般 60歳未満 3,300円 1,850円 5,700円 5,150円 

60歳～64歳 2,200円 1,850円 4,600円 4,050円 

65歳以上 2,200円 1,200円 3,950円 3,400円 
ファミリー ・   ※2) 

定期利用登録団体の構成員 
2,750円 1,850円 5,150円 4,600円 

障がい者 1,100円 
年齢に応じた保険料 

※※） 

1,650円＋ 
年齢に応じた保険料※※） 

1,100円＋ 
年齢に応じた保険料※※） 

 
（ｲ）【広域圏外】 

区  分※１) 
料   金 合  計 

入会金 年会費※３) スポーツ安全保険料 新 規 継 続 

未就学児 
550円 

 
・新規の方 

又は 
・再入会の場合
で前回入会年

度から 5 年を
経過している
方 

1,100円 800円 2,450円 1,900円 

小中学生 2,200円 800円 3,550円 3,000円 

一般 60歳未満 4,950円 1,850円 7,350円 6,800円 

60歳～64歳 3,300円 1,850円 5,700円 5,150円 

65歳以上 3,300円 1,200円 5,050円 4,500円 
ファミリー・    ※2) 

定期利用登録団体の構成員 
4,400円 1,850円 6,800円 6,250円 

障がい者 2,200円 
年齢に応じた保険料 

※※） 

2,750円＋ 
年齢に応じた保険料※※） 

2,200円＋ 
年齢に応じた保険料※※） 

※1) 就学及び年齢は入会開始年度 4月 1日時点での区分となります。 
（新年度の入会申込みを前年度中に行う場合も新年度での区分） 

 
※2) ・ファミリー・・・家族の方が会員になっている「一般 60歳未満」の方が対象です。 
     ・定期利用登録団体…社会体育施設を定期利用することで町が認定・
登録 

した団体の構成員の方が対象です。 
◆会員資格有効期間：4月 1日から翌年度 3月 31日まで。 

（年度途中入会の場合は、入会の日から翌年の 3月 31日まで）  
 

※３) 年度途中で入会する場合、入会日が会員資格有効期間満了の日まで 6ケ月未満となるときは、1/2の額に読

み替える。 

（裏面） 

※※）年齢に応じた保険料 
年齢 保険料 

中学生以下 ８００円 

64歳以下 1,85０円 

65歳以上 1,2００円 

 


